
（
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
二
条

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
三
及
び
様
式
第
四
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
言
語
聴
覚
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
三
条

言
語
聴
覚
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
四
条

介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
一
の
二
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
か
ら
様
式
第
九
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
五
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
六
条

厚
生
労
働
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
厚
生
省

労
働
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
を
削
る
。

（
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
七
条

医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
既
認
定
者
等
に
交
付
す
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
八
条

既
認
定
者
等
に
交
付
す
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
（
２
ペ
ー
ジ
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
（
３
ペ
ー
ジ
）
及
び
（
４
ペ
ー
ジ
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
十
九
条

特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
条

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
第
一
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



様
式
第
二
号
（
第
一
面
か
ら
第
三
面
ま
で
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
三
号
（
第
一
面
か
ら
第
三
面
ま
で
）
及
び
様
式
第
三
号
（
第
四
面
か
ら
第
六
面
ま
で
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
石
綿
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
一
条

石
綿
障
害
予
防
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
二
条

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
表
面
）
及
び
様
式
第
二
号
（
表
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
（
表
面
）
中
「
平
成
」
を
「
令
和
」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
及
び
様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
九
号
ま
で
の
様
式
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

（
歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
十
三
条

歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療
法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
四
条

社
会
医
療
法
人
債
を
発
行
す
る
社
会
医
療
法
人
の
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
五
条

特
定
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
製
剤
及
び
特
定
血
液
凝
固
第
Ⅸ
因
子
製
剤
に
よ
る
Ｃ
型
肝
炎
感
染
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
六
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
四
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
の
様
式
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

（
職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
七
条

職
業
訓
練
の
実
施
等
に
よ
る
特
定
求
職
者
の
就
職
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
（
表
面
）
及
び
様
式
第
二
号
（
表
面
）
中
「平

成

」
を
「令

和

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
号
（
表
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年月日 火曜日 (号外第号)官 報 


